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基礎研鑽 2024 前期 法律の目的条文特訓 

@2024sakurakosensei  転載・転売禁止 

（  ）にあてはまる語句を選びなさい。 

 

１ 「児童福祉法」 

全て児童は、（    ）の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を（    ）され

ること、愛され、（    ）されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその（    ）

が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

 

 

 

２ 「社会福祉法」 

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的

とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の（    ）及び地域における社会福祉（以下

「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会

福祉を目的とする事業の（    ）を図り、もつて（    ）に資することを目的とする。 

 

 

 

 

３ 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 

この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する（    ）を明らかにするとともに、母子家庭等

及び寡婦に対し、その（    ）と（    ）のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及

び寡婦の（    ）を図ることを目的とする。 

 

 

 

４ 「児童手当法」 

この法律は、（    ）（平成 24 年法律第 65 号）第７条第一項に規定する子ども・子育て支援

の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての（    ）を有するという基

本的認識の下に、児童を養育している者に（    ）を支給することにより、家庭等における

（    ）に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の（健やかな成長）に資することを目的と

する。 

 

 

 

 

児童の権利に関する条約  保障  保護  自立  福祉  日本国憲法 

権利の保護  社会福祉の増進  最低限度の保障  健全な発達  目的意識 

利益の保護  最善の利益 

真理  経済の安定  推進  原理  向上  安定  生活の安定  福祉 

児童福祉法 子ども・子育て支援法  社会手当  第一義的責任  福祉 

児童手当  健やかな成長 最善の利益  生活の安定   
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５ 「少子化社会対策基本法」 

この法律は、我が国において急速に（    ）が進展しており、その状況が（    ）の国民生

活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、（    ）

に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとと

もに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他

の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を（    ）し、もって国民が豊かで安

心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

６ 「生活保護法」 

この法律は、（    ）第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する（    ）に対し、

その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その（    ）を保障するとともに、その（    ）

ことを目的とする。 

 

 

 

 

７ 「身体障害者福祉法」 

この法律は、（    ）（平成 17 年法律第 123 号）と相まつて、身体障害者の（    ）と

（    ）への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体

障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

８ 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 

この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の（    ）にとって高齢者に対す

る虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の

責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する（    ）のための措置、養護者の（    ）を図る

こと等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」

という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する

施策を促進し、もって高齢者の（    ）の擁護に資することを目的とする。 

 

 

 

 

21 世紀  現代  総合的に推進  国をもって推進  少子化  人口減少 

グローバルな視線  長期的な視点  総合的な視点 

生活困窮者自立支援法  日本国憲法  自立を助長する  生活を安定させる 

すべての国民  該当の国民  最低限度の生活  必要程度の生活 

日本国憲法  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

障害者基本法  自立  安心  社会経済活動  日常生活 

最善の利益  尊厳の保持  生活  保護  精神の安定  負担の軽減 

権利利益   
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９ 「地域保健法」 

この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、（    ）の設置その他地域保健対策の推進

に関し基本となる事項を定めることにより、（    ）その他の地域保健対策に関する法律による

対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の（    ）に寄与する

ことを目的とする。 

 

 

 

 

10 「介護保険法」 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により（    ）となり、入浴、排

せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、

これらの者が（    ）し、その有する能力に応じ（    ）日常生活を営むことができるよ

う、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の（    ）の理念に

基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医

療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

11 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 

この法律は、（    ）の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律、（    ）その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と

相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する（    ）尊厳にふさわしい日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他

の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかか

わらず国民が相互に（    ）を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康の保持及び増進  地域包括支援センター  保健所  保健センター 

介護保険法  母子保健法  安全の保持及び推進 

共同連帯  相互互助  社会福祉  自立した  安定した  要介護状態 

障害の状態  尊厳を保持  生活を維持  要支援状態 

人格と個性  日本国憲法  障害者基本法  障害者の権利に関する条約 

児童福祉法  個人としての  国民としての  社会生活  最善の利益 
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12 「子ども・子育て支援法」 

この法律は、我が国における急速な（    ）並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、

（    ）その他の子どもに関する法律による施策と相まって、（    ）その他の子ども及び

子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することが

できる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

13 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を

設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し（    ）が

講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずるこ

と等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の（    ）及び再就職の促進を図り、もっ

てこれらの者の（    ）との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あ

わせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 

 

 

 

 

 

14 「児童虐待の防止等に関する法律」 

この法律は、児童虐待が（    ）を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響

を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対

する虐待の禁止、児童虐待の予防及び（    ）その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公

共団体の責務、児童虐待を受けた児童の（    ）及び自立の支援のための措置等を定めること

により、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の（    ）に資することを目的と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機児童の増加  少子化の進行  社会福祉法  児童福祉法 

子ども・子育て支援給付  児童手当 

労働者  国  地方公共団体  事業主  労働の維持  雇用の継続 

職業生活と家庭生活  経済活動と生活の安定 

児童の福祉  児童の人権  防止  早期発見  権利  保護  

権利利益の擁護  最善の利益 
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15 「生活困窮者自立支援法」 

この法律は、（    ）の実施、（    ）の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関す

る措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

16 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」 

この法律は、（    ）を保障する（    ）の理念にのつとり雇用の分野における男女の

（    ）及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康

の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

 

 

 

17 「子ども・若者育成支援推進法」 

この法律は、子ども・若者が（   ）を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなす

ものであることにかんがみ、日本国憲法及び（   ）の理念にのっとり、子ども・若者をめぐる環

境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での（   ）を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあ

ることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができる

ようにするための支援その他の取組（以下「子ども・若者育成支援」という。）について、その基本

理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法

律による施策と相まって、総合的な子ども・若者育成支援のための施策（以下「（    ）」とい

う。）を推進することを目的とする。 

 

 

 

 

 

18 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」 

この法律は、子どもの（    ）がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全

ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の（    ）が保障され、子ども一人一

人が（    ）を持つことができるようにするため、子どもの貧困の解消に向けて、（    ）

の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子ど

もの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを

目的とする。 

 

 

生活困窮者自立相談支援事業  日常生活自立支援事業  生活保護費 

生活困窮者住居確保給付金 

日本国憲法   雇用の確保  均等な機会  法の下の平等 

国民の最善の利益  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

未来の社会  次代の国  次代の社会  児童福祉法  児童の権利に関する条約 

子ども・若者育成支援施策  子ども・若者会議  困難  貧困 

児童の権利に関する条約  児童福祉法  日本国憲法  将来  機会均等 

現在及び将来  提供  夢や希望  将来の目標 
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19 「障害者基本法」 

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく（    ）を享有するかけがえのな

い（    ）として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら（    ）社会を実現するた

め、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本とな

る事項を定めること等により、障害者の（    ）の支援等のための施策を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

 

 

 

 

20 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力

を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」という。）

が一層重要となっていることに鑑み、（    ）（平成 11 年法律第 78 号）の基本理念にのっとり、

女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び

事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の（    ）の策定、女性の職業生活

における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活

躍を迅速かつ重点的に推進し、もって（    ）が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国

民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的とする。 

 

 

 

 

 

21 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目な

く提供するための施策の総合的な推進に関する法律」  

この法律は、次代の社会を担う（    ）の（    ）としての尊厳が重んぜられ、その心身の

健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、（    ）にのっとり、

（    ）等の提供に関する施策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関

係者等の責務等を明らかにし、並びに（    ）の策定について定めるとともに、成育医療等の提

供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及びその（    ）並

びに（    ）（以下「成育過程にある者等」という。）に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供

するための施策を総合的に推進することを目的とする。 

 

 

自立及び社会参加  最善の利益  基本的人権  生きる権利  個人  国民 

共生する  生活する  生活及び社会参加 

男女の人権  個人の権利  男女共同参画社会基本法  行動計画  福祉計画 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律  

個人  妊産婦  成育医療  児童の権利に関する条約の精神  保護者 

成育過程にある者  成育医療等基本方針 
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22 「こども基本法」 

この法律は、（    ）及び（    ）の精神にのっとり、次代の社会を担う（    ）が、

生涯にわたる（    ）の基礎を築き、（    ）としてひとしく健やかに成長することができ、

心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その（    ）が図られ、将来にわたって幸福な

生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができ

るよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本とな

る事項を定めるとともに、（    ）を設置すること等により、こども施策を総合的に推進するこ

とを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

23 「売春防止法」 

この法律は、売春が人としての（   ）を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすもので

あることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行

うおそれのある女子に対する（    ）及び（    ）の措置を講ずることによつて、売春の防

止を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

 

24 「母子保健法」 

この法律は、（   ）並びに乳児及び幼児の（     ）及び（   ）を図るため、母子保健

に関する（   ）を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、（    ）、

医療その他の措置を講じ、もつて（     ）の向上に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人格形成   こども政策推進会議   日本国憲法   権利の擁護 

自立した個人   児童の権利に関する条約   全てのこども 

権利  尊厳  処罰  措置更生  保護更生  保護処分  補導処分 

母親  母性  国民健康  基本  原理  増進  健康の維持 

国民保健  改善  健康の保持    健康診査  乳幼児診査 
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25 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」 

我が国においては、（      ）に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、（      ）と

（     ）の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの

場合女性であり、（経済的自立）が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、（    ）

を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防

止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を

根絶しようと努めている（     ）における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の（       ）ため、この法律を制定する。 

 

 

 

 

 

 

 

26 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 

この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が（    ）し、医

療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な（   ）を受けら

れるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその家族に対する支

援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、（   ）及び

（   ）の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について

定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の（      ）に資

し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護を図る  権利を守る  日本国憲法  世界人権宣言  男女平等 

最善の保護  国際社会  現代社会  経済的自立  社会的自立 

人権の擁護  個人の尊厳  個人の人権 

複雑化  多様化  保護  支援  教育  離職の防止  保育 

生活の質  環境の安定 
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＜解答＞ 

１ 「児童福祉法」 

全て児童は、（児童の権利に関する条約）の精神にのつとり、適切に養育されること、その

生活を（保障）されること、愛され、（保護）されること、その心身の健やかな成長及び発

達並びにその（自立）が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 

 

 

２ 「社会福祉法」 

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉

を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の（利益の保護）及び地域におけ

る社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ

適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の（健全な発達）を図り、もつて（社会福

祉の増進）に資することを目的とする。 

 

 

３ 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 

この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する（原理）を明らかにするとともに、母子家

庭等及び寡婦に対し、その（生活の安定）と（向上）のために必要な措置を講じ、もつて母

子家庭等及び寡婦の（福祉）を図ることを目的とする。 

 

 

４ 「児童手当法」 

この法律は、（子ども・子育て支援法）（平成 24 年法律第 65 号）第７条第一項に規定する

子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての 

（第一義的責任）を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に（児童手当）

を支給することにより、家庭等における（生活の安定）に寄与するとともに、次代の社会を

担う児童の（健やかな成長）に資することを目的とする。 

 

 

５ 「少子化社会対策基本法」 

この法律は、我が国において急速に（少子化）が進展しており、その状況が（21 世紀）の

国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、

（長期的な視点）に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本

理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべ

き施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を

（総合的に推進）し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与す

ることを目的とする。 
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６ 「生活保護法」 

この法律は、（日本国憲法）第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する（すべて

の国民）に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その（最低限度の生活）を保

障するとともに、その（自立を助長する）ことを目的とする。 

 

 

７ 「身体障害者福祉法」 

この法律は、（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）（平成 17 年

法律第 123 号）と相まつて、身体障害者の（自立）と（社会経済活動）への参加を促進す

るため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を

図ることを目的とする。 

 

 

８ 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」 

この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の（尊厳の保持）にとって高

齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止

等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する（保護）のための措置、養護者

の（負担の軽減）を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支

援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐

待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の（権利利益）の擁

護に資することを目的とする。 

 

 

９ 「地域保健法」 

この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、（保健所）の設置その他地域保健対策

の推進に関し基本となる事項を定めることにより、（母子保健法）その他の地域保健対策に

関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の

（健康の保持及び増進）に寄与することを目的とする。 

 

 

10 「介護保険法」 

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により（要介護状態）となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する

者等について、これらの者が（尊厳を保持）し、その有する能力に応じ（自立した）日常生

活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うた

め、国民の（共同連帯）の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して

必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 
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11 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 

この法律は、（障害者基本法）の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者

福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、（児童福祉法）その他障害者及び障害

児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する（個人として

の）尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サー

ビスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児

の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に（人格と個性）を尊重

し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

12 「子ども・子育て支援法」 

この法律は、我が国における急速な（少子化の進行）並びに家庭及び地域を取り巻く環境の

変化に鑑み、（児童福祉法）その他の子どもに関する法律による施策と相まって、（子ども・

子育て支援給付）その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって

一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

 

 

13 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」 

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する

制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し

（事業主）が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する

支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の（雇用の継続）

及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の（職業生活と家庭生活）との両立に寄与する

ことを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資すること

を目的とする。 

 

 

14 「児童虐待の防止等に関する法律」 

この法律は、児童虐待が（児童の人権）を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に

重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにか

んがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び（早期発見）その他の児童虐待の防

止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の（保護）及び自立の支援の

ための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の

（権利利益の擁護）に資することを目的とする。 
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15 「生活困窮者自立支援法」 

この法律は、（生活困窮者自立相談支援事業）の実施、（生活困窮者住居確保給付金）の支給

その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自

立の促進を図ることを目的とする。 

 

 

16 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」 

この法律は、（法の下の平等）を保障する（日本国憲法）の理念にのつとり雇用の分野にお

ける男女の（均等な機会）及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠

中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

 

17 「子ども・若者育成支援推進法」 

この法律は、子ども・若者が（次代の社会）を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展

の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び（児童の権利に関する条約）の理

念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での（困難）

を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育

成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組

（以下「子ども・若者育成支援」という。）について、その基本理念、国及び地方公共団体

の責務並びに施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相ま

って、総合的な子ども・若者育成支援のための施策（以下「（子ども・若者育成支援施策）」

という。）を推進することを目的とする。 

 

 

18 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」 

この法律は、子どもの（現在及び将来）がその生まれ育った環境によって左右されることの

ないよう、全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の（機会均等）が保

障され、子ども一人一人が（夢や希望）を持つことができるようにするため、子どもの貧困

の解消に向けて、（児童の権利に関する条約）の精神にのっとり、子どもの貧困対策に関し、

基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定め

ることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。 
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19 「障害者基本法」 

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく（基本的人権）を享有するか

けがえのない（個人）として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障

害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 

（共生する）社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、

基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及

び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の 

（自立及び社会参加）の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

 

 

20 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活

躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、（男女共同参画社会基本法）（平成 11 年

法律第 78 号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その

基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本

方針及び事業主の（行動計画）の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援

措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、

もって（男女の人権）が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化そ

の他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。 

 

 

21 「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目な

く提供するための施策の総合的な推進に関する法律」 

この法律は、次代の社会を担う（成育過程にある者）の（個人）としての尊厳が重んぜられ、

その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、 

（児童の権利に関する条約の精神）にのっとり、（成育医療）等の提供に関する施策に関し、

基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並び

に（成育医療等基本方針）の策定について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及びその（保護者）並びに 

（妊産婦）（以下「成育過程にある者等」という。）に対し必要な成育医療等を切れ目なく提

供するための施策を総合的に推進することを目的とする。 
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22 「こども基本法」 

この法律は、（日本国憲法）及び（児童の権利に関する条約）の精神にのっとり、次代の社

会を担う（全てのこども）が、生涯にわたる（人格形成）の基礎を築き、（自立した個人）

としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわら

ず、その（権利の擁護）が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実

現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、

基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとと

もに、（こども政策推進会議）を設置すること等により、こども施策を総合的に推進するこ

とを目的とする。 

 

 

23 「売春防止法」 

この法律は、売春が人としての（尊厳）を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだす

ものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照

して売春を行うおそれのある女子に対する（補導処分）及び（保護更生）の措置を講ずるこ

とによつて、売春の防止を図ることを目的とする。 

 

 

24 「母子保健法」 

この法律は、（母性）並びに乳児及び幼児の（健康の保持）及び（増進）を図るため、母子

保健に関する（原理）を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、

（健康診査）、医療その他の措置を講じ、もつて（国民保健）の向上に寄与することを目的

とする。 

 

 

25 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」 

我が国においては、（日本国憲法）に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、（人権の擁護）

と（男女平等）の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかか

わらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被

害者は、多くの場合女性であり、（経済的自立）が困難である女性に対して配偶者が暴力を

加えることは、（個人の尊厳）を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴

力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に

対する暴力を根絶しようと努めている（国際社会）における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することに

より、配偶者からの暴力の防止及び被害者の（保護を図る）ため、この法律を制定する。 
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26 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 

この法律は、医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加するとともにその実態が（多様化）

し、医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な（支援）

を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児及びその

家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとと

もに、（保育）及び（教育）の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援セ

ンターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、

その家族の（離職の防止）に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会

の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


